別紙１

（仮称）浦尻貝塚史跡公園整備事業基本方針

  第一義に史跡保存を前提とし、学校教育・生涯学習における体験（体感）を通した学習機能を担う史跡公園として整備する。

福島県内でも特色ある「縄文時代の貝塚を伴うムラ」という地域資源を市民へ分かりやすい形で伝え、地域の歴史学習・環境学習の推進を図る。特に、学校活動を中心に、立地環境や遺跡の特性を生かして、体験学習を行う社会教育施設としての位置づけとする。

また、広大な面積に及ぶことから、小高区で不足している市民の憩いの場としても利用できるよう整備を行う。

　なお、今後の具体的な活用にあっては、学識経験者等の指導のもと、発掘調査等を行い、その成果等を踏まえた上で、市民の意見を十分に反映した計画を策定していくものとする。
1 適切な保存、維持管理

· 史跡の保存を適性に行うため、全民有地の土地買い上げを行う。

· 来訪者にとって、好ましい印象を与える場所づくりのため、指定地のうち活用場所を中心とした重点的な整備、維持管理を行う。
2 体験学習を中心とした学校教育・社会教育施設

· 自然と共存した縄文時代の生活を伝える遺跡の特性と恵まれた自然環境を生かした体験学習の場としての利用を中心とする。このことにより、桜井古墳公園・泉廃寺跡・南相馬市博物館等の類似施設（遺跡）との役割分担を行う。

· たて穴住居等の復元により、縄文時代のムラであることを目に見えて理解できるように再現する。これら再現についても、体験学習での活用を念頭におく。
· 貝塚という遺跡の性格上、何らかの形で貝層の展示を行い、来訪者に対し、遺跡の特徴を提示する。同様に、遺跡の調査成果を反映した他の遺跡に見られない遺跡の特徴を整備に生かす。

· 施設としては、駐車場、トイレ、水場等の利便施設の他、雨天時の利用も前提とした体験学習施設の建設を目指す。
· 遺跡の特徴を反映し、環境学習（植生、海・川の生物等）への対応も目指す。

· 利用促進を図るため、重点的なソフト事業を行う。
③　整備計画の策定

· 史跡の保存を図りながら、活用を行うため、文化庁、県教育委員会ならびに学識経験者からなる検討委員会の指導を得て、発掘調査等を行い、計画を策定する。また、具体的な計画については、これらの指導、成果を踏まえた上で、市民の意見も十分に反映させるものとし、学校教育や社会教育の視点からの検討なども行うものとする。
· 市民の事業への参加は、積極的に推進する。整備以前から、「友の会」等の愛護団体の育成に努め、整備計画策定や「たて穴住居づくり」に参加を求めるなど「私たちの史跡」「市民の手でつくる公園」という意識醸成を図る。

· 事業の主となる体験学習及びソフト事業については、整備前に具体的なメニューの策定、それに適した指導計画、施設の設計が必要である。これについては、調査・研修等を行い、十分な検討を行う。

※　事業計画案
	年度
	指定地内
	指定地外

	18年度
	土地公有化
	

	19年度
	土地公有化

基本構想検討
	

	20年度
	基本構想策定
基本計画策定
	基本構想策定

基本計画策定

	21年度
	基本設計
発掘調査
	基本設計

体験学習施設・駐車場等用地取得

	22年度
	実施設計
発掘調査
史跡整備（伐採造成工等）
	実施設計

駐車場等整備

	23年度
	史跡整備（建物復元工等）
	体験学習施設等便益施設建設

	24年度
	史跡整備
（便益・休憩施設設置工等）
	

	25年度
	史跡整備（展示工）
	


　※　新市建設計画事業額　832,000千円
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